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議案第２号 

   君津市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例の制定について

 君津市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するものとす

る。 

  平成２７年６月２日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

 地方税法施行令等の一部を改正する政令（平成２７年政令第１６１号）等の公布に伴い、

国民健康保険税の課税限度額の引上げ及び低所得者の軽減措置の対象の拡大等を行うた

め、君津市国民健康保険税条例（昭和４６年君津市条例第７２号）及び君津市国民健康保

険税条例の一部を改正する条例（平成２５年君津市条例第２８号）の一部を改正しようと

するものである。 
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君津市条例第  号 

君津市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例 

（君津市国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 君津市国民健康保険税条例（昭和４６年君津市条例第７２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項ただし書中「５１万円」を「５２万円」に改め、同条第３項ただし書中

「１６万円」を「１７万円」に改め、同条第４項ただし書中「１４万円」を「１６万円」

に改める。 

第２２条中「５１万円」を「５２万円」に、「１６万円」を「１７万円」に、「１４

万円」を「１６万円」に改め、同条第２号中「２４万５千円」を「２６万円」に改め、

同条第３号中「４５万円」を「４７万円」に改める。 

 （君津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 君津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成２５年君津市条例第２８

号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１項に次のただし書を加える。 

ただし、附則第１５項の改正規定（「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所

得」に改める部分に限る。）は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の君津市国民健康保険税条例の規定は、平成２７年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２６年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 
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君津市国民健康保険税条例等新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条による改正 君津市国民健康保険税条例（昭和４６年君津市条

例第７２号） 

（課税額） （課税額） 

第２条 省略 第２条 省略 

２ 前項の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。以下

この条において同じ。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が５２万

円を超える場合においては、基礎課税額は、５２万円とする。 

２ 前項の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。以下

この条において同じ。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が５１万

円を超える場合においては、基礎課税額は、５１万円とする。 

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険

者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が１７万円を超え

る場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、１７万円とする。 

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険

者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が１６万円を超え

る場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、１６万円とする。 

４ 第１項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者（国民健

康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険

者であるものをいう。以下同じ。）である世帯主及びその世帯に属

する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険

者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が１６万円を超え

る場合においては、介護納付金課税額は、１６万円とする。 

４ 第１項の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者（国民健

康保険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険

者であるものをいう。以下同じ。）である世帯主及びその世帯に属

する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険

者均等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が１４万円を超え

る場合においては、介護納付金課税額は、１４万円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２２条 次に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国

民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が５２万円を超

える場合には、５２万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等

第２２条 次に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国

民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が５１万円を超

える場合には、５１万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等
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課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

１７万円を超える場合には、１７万円）並びに同条第４項本文の介

護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が１６万円を超える場合には、１６万円）の合算額とする。 

課税額からウに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

１６万円を超える場合には、１６万円）並びに同条第４項本文の介

護納付金課税額からエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が１４万円を超える場合には、１４万円）の合算額とする。 

(1) 省略  (1) 省略 

(2) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

２６万円  を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

(2) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

２４万５千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。） 

ア～エ 省略 ア～エ 省略 

(3) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

４７万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２

号に該当する者を除く。） 

(3) 法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき

４５万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２

号に該当する者を除く。） 

 ア～エ 省略 ア～エ 省略 

第２条による改正 君津市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

（平成２５年君津市条例第２８号） 

   附 則    附 則 

 （施行期日）  （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、附則第

１５項の改正規定（「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所

得」に改める部分に限る。）は、平成２８年１月１日から施行する。 

１ この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 


